
 
 

「 え ひ め チ ャ レ ン ジ プ ラ ン 」 推 進 懇 話 会 開 催 要 綱  

 

 （ 開 催 ）  

第 １ 条  愛 媛 県 総 合 計 画 ～ 未 来 に つ な ぐ え ひ め チ ャ レ ン ジ プ ラ ン ～

（ 以 下 「 計 画 」 と い う 。） の 着 実 な 進 行 管 理 に 資 す る た め 、「 え ひ

め チ ャ レ ン ジ プ ラ ン 」推 進 懇 話 会（ 以 下「 懇 話 会 」と い う 。）を 開

催 す る 。  

 

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  懇 話 会 は 、 計 画 の 各 政 策 ・ 施 策 の Ｋ Ｇ Ｉ の 進 捗 状 況 や 本 県

を 取 り 巻 く 環 境 変 化 等 を 踏 ま え た 総 合 的 な 観 点 に 立 っ た 意 見 交 換

を 行 う 。  

 

 （ 組 織 ）  

第 ３ 条  懇 話 会 は 、知 事 が 委 嘱 す る 委 員 12 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。 

２  懇 話 会 に 会 長 及 び 副 会 長 そ れ ぞ れ １ 人 ず つ 置 く 。  

３  会 長 は 、 委 員 が 互 選 し 、 副 会 長 は 会 長 が 指 名 す る 。  

４  会 長 は 、 懇 話 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

５  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 そ の 職 務

を 代 行 す る 。  

 

 （ 会 議 ）  

第 ４ 条  懇 話 会 の 会 議 は 、 会 長 が 招 集 す る 。 た だ し 、 前 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 組 織 さ れ た 後 の 最 初 の 会 議 は 、 知 事 が 招 集 す る も の と

す る 。  

２  懇 話 会 の 会 議 は 、 会 長 が 議 長 と な る 。  

 

 （ 任 期 ）  

第 ５ 条  任 期 は 、 令 和 ９ 年 ３ 月 31 日 ま で と す る 。  

         

 （ 庶 務 ）  

第 ６ 条  懇 話 会 の 庶 務 は 、 企 画 振 興 部 政 策 企 画 局 総 合 政 策 課 に お い

て 処 理 す る 。  

 

 （ 雑 則 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 懇 話 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 知 事 が 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 12 月 26 日 か ら 施 行 す る 。  
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